
規

則

告

示

福
島
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収

納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
七
十
二
号

福
島
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
公
有
財
産
規
則(

平
成
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
中｢

五
年｣

を｢

三
年｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
後
最
初
に
行
う
県
有
財
産
台
帳
価
額
の
改
定
は
、
改
正
後
の
福
島
県
公
有
財
産

規
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
の
現
況
に
お
い
て
行
う

も
の
と
す
る
。

(

財
産
管
理
課)

福
島
県
規
則
第
七
十
三
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
株
式
会
社
福
島
銀
行
の
項
中｢

郡
山
支
店
、
郡
山
支
店
さ
く
ら
通
出
張
所｣

を｢

郡
山
営

業
部
、
郡
山
営
業
部
さ
く
ら
通
出
張
所｣

に
改
め
、｢

、
郡
山
北
支
店｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

福
島
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
規
則
第
三
十
九
号)

第
三
条
の
規
定
に

よ
り
、
新
た
に
県
基
幹
統
計
調
査
と
し
て
次
の
と
お
り
調
査
を
行
う
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

調
査
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称

労
働
条
件
等
実
態
調
査

２

目
的

県
内
に
お
け
る
民
営
事
業
所
の
労
働
条
件
の
う
ち
、
労
働
時
間
、
休
暇
制
度
、
休
業
制

度
等
、
定
年
制
、
退
職
金
、
男
女
共
同
参
画
の
状
況
、
賃
金
制
度
等
の
実
態
及
び
そ
の
動
向
を
把

握
し
、
労
働
行
政
の
基
礎
資
料
と
す
る
と
と
も
に
、
調
査
結
果
を
通
じ
て
、
労
働
者
福
祉
の
向
上

等
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
全
域
の
日
本
標
準
産
業
分
類
に
定
め
る
次
に
掲
げ
る
産
業
を
主
業
と
し
、

常
用
労
働
者
三
十
人
以
上
を
雇
用
す
る
民
営
事
業
所
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

四
六
五

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び

に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

四
六
五

告

示

○
新
た
に
県
基
幹
統
計
調
査
と
し
て
調
査

を
行
う
件

四
六
五

公

告

○
六
月
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ

れ
た
予
算
の
要
領
を
公
表
す
る
件

四
六
六

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件
二
件

四
六
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

四
七
一

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件
四
件

四
七
一

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業

計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
公
告
す

る
件

四
七
二

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
件

四
七
二

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件

四
七
四

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り

消
し
た
件

四
七
五

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

者
支
援
施
設
を
指
定
し
た
件

四
七
五

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

四
七
六

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
を
閉
鎖
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
七
六

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を

変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

四
七
六



公

告

歳
入

合
計

15 14 13 12 10 ９ ７

款

県
債

諸
収
入

繰
越
金

繰
入
金

財
産
収
入

国
庫
支
出
金

分
担
金
及
び

負
担
金

１ ８ １ ２ １ ２ １ ２ １

項

県
債

雑
入

繰
越
金

基
金
繰
入
金

財
産
運
用

収
入

国
庫
補
助
金

国
庫
負
担
金

負
担
金

分
担
金

875,694,565

161,286,200

161,286,200

2,356,459

84,704,064

246,501

246,501

26,821,690

31,751,938

1,029,923

1,980,135

54,847,517

41,636,967

99,173,786

8,513,232

690,886

9,204,118

補
正
前
の
額

20,062,452

3,469,100

3,469,100

1,339

1,339

1,645

1,645

2,463,464

2,463,464

8,435

8,435

14,062,027

3,789

14,065,816

41,963

10,690

52,653

補
正

額

895,757,017

164,755,300

164,755,300

2,357,798

84,705,403

248,146

248,146

29,285,154

34,215,402

1,038,358

1,988,570

68,909,544

41,640,756

113,239,602

8,555,195

701,576

9,256,771

計
１

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

２

建
設
業

３

製
造
業

４

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

５

情
報
通
信
業

６

運
輸
業
、
郵
便
業

７

卸
売
業
、
小
売
業

８

金
融
業
、
保
険
業

９

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

10

サ
ー
ビ
ス
業(
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の)

三

報
告
を
求
め
る
事
項

事
業
所
の
属
性
、
労
働
形
態
、
労
働
時
間
、
休
暇
制
度
、
休
業
制
度
等
、

定
年
制
、
退
職
金
、
男
女
共
同
参
画
の
状
況
及
び
賃
金
制
度
に
関
す
る
こ
と

四

報
告
を
求
め
る
者

二
に
掲
げ
る
事
業
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
知
事
が
有
意
に
抽
出
し
た
者

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

四
に
掲
げ
る
報
告
を
求
め
る
者
か
ら
郵
送
に
て
調
査
票
の

提
出
を
受
け
る
。

六

調
査
の
周
期
及
び
実
施
期
間

１

調
査
の
周
期

毎
年

２

調
査
の
実
施
期
間

八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

七

そ
の
他

調
査
の
基
準
と
な
る
期
日

七
月
三
十
一
日

(

雇
用
労
政
課)

公
告
第
三
百
九
十
三
号

平
成
二
十
一
年
六
月
福
島
県
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
平
成
二
十
一
年
度
の
福
島
県
一
般

会
計
補
正
予
算
の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
平
成
21年
度
福
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
(第
２
号
)

平
成
21年
度
福
島
県
一
般
会
計
の
補
正
予
算
(第
２
号
)
は
､
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
)

第
１
条

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
20,062,452千

円
を
追
加
し
､
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
895,757,017千

円
と
す
る
｡

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
､
｢第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
｣
に
よ
る
｡

(地
方
債
の
補
正
)

第
２
条
地
方
債
の
追
加
・
変
更
は
､
｢第
２
表
地
方
債
補
正
｣
に
よ
る
｡

第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
入

(単
位
千
円
)
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８ ７ ６ ５ ４ ３ ２

款

土
木
費

商
工
費

農
林
水
産
業
費

労
働
費

衛
生
費

民
生
費

総
務
費

２ １ ５ ４ ３ ３ １ ３ １ ７ ３ ２

項

観
光
費

商
工
業
費

水
産
業
費

林
業
費

農
地
費

雇
用
対
策
費

公
衆
衛
生
費

生
活
保
護
費

社
会
福
祉
費

防
災
費

企
画
費

県
民
生
活
費

67,427,107

67,957,734

2,812,979

15,981,557

27,350,385

65,781,141

4,031,294

5,838,476

6,602,056

17,318,028

4,290,768

66,174,283

87,779,355

1,884,604

14,285,288

2,221,759

56,192,779

補
正
前
の
額

18,576

71,846

166,400

1,022,622

355,632

1,544,654

8,586,901

8,586,901

429,843

429,843

5,053

325,500

330,553

360,605

9,870

401,000

771,475

補
正

額

67,445,683

68,029,580

2,979,379

17,004,179

27,706,017

67,325,795

12,618,195

14,425,377

7,031,899

17,747,871

4,295,821

66,499,783

88,109,908

2,245,209

14,295,158

2,622,759

56,964,254

計

起
債
の
目
的

歳
出

合
計

10 ９ ８

教
育
費

警
察
費

土
木
費

７ ６ ４ １ ２ １ ７ ６ ４ ３ ２ １ ２ １

限
度
額

保
健
体
育
費

社
会
教
育
費

高
等
学
校
費

教
育
総
務
費

警
察
活
動
費

警
察
管
理
費

住
宅
費

都
市
計
画
費

港
湾
費

河
川
海
岸
費

道
路

橋
り
ょ
う
費

土
木
管
理
費

観
光
費

商
工
業
費

起
債
の
方
法

875,694,565

891,758

3,136,307

45,013,459

27,961,559

213,369,094

3,401,594

39,493,725

42,895,319

1,635,997

10,305,348

5,823,031

13,709,468

52,644,624

13,454,395

98,154,344

530,627

利
率 20,062,452

31,286

2,633

551,275

208,206

793,400

1,197

221,603

222,800

52,025

720,000

1,262,700

1,509,255

2,767,000

1,000,000

7,310,980

53,270償
還
の
方
法

895,757,017

923,044

3,138,940

45,564,734

28,169,765

214,162,494

3,402,791

39,715,328

43,118,119

1,688,022

11,025,348

7,085,731

15,218,723

55,411,624

14,454,395

105,465,324

583,897
歳
出

(単
位
千
円
)

第
２
表
地
方
債
補
正

�
追
加

(単
位
千
円
)
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国
道
第
１
種
改

水
産
物
供
給
基

盤
機
能
保
全
事

業
費

漁
港
環
境
整
備

統
合
事
業
費

一
般
治
山
費

一
般
林
道
費

海
岸
事
業
費

か
ん
が
い
排
水

事
業
費

起
債
の
目
的 計

港
湾
整
備
統
合
補
助

金
事
業
費

ダ
ム
管
理
設
備
修
繕

事
業
費

海
岸
堤
防
等
老
朽
化

対
策
費

災
害
防
除
費

防
雪
費

地
方
道
補
修
費

国
道
補
修
費

橋
り
ょ
う
補
修
費

(長
寿
命
化
修
繕
計

画
)

橋
り
ょ
う
補
修
費

(補
助
)

基
盤
整
備
促
進
事
業

費

起
債
の
目
的977,000

4,500

45,000

1,281,200

316,000

205,200

771,400

限
度
額

補
正

前

978,800

241,800

35,700

30,000

65,000

16,000

92,000

212,500

115,000

119,000

51,800

限
度
額

１
借
入
方

法
普
通
貸

借
又
は
債

券
発
行
債
券
の

発
行
価
格

は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資

金
政
府
資

金
そ
の
他

起
債
の
方
法

年
10
％
以
内(
た
だ
し
､

利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
に
つ
い
て
､
利
率
の
見
直
し

利
率 １

借
入
方
法

普
通
貸
借
又

は
債
券
発
行

債
券
の
発
行

価
格
は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資
金

政
府
資
金
そ

の
他

起
債
の
方
法

起
債
日
か
ら

35
年
以
内

(据
置
期
間

を
含
む
｡)

の
期
間
に
お

い
て
資
金
の

融
通
条
件
及

び
知
事
の
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
償
還

す
る
｡
た
だ

し
､
県
財
政

の
都
合
に
よ

り
繰
上
償
還

を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮

し
､
又
は
借

換
え
を
す
る

こ
と
が
で
き

償
還
の
方
法

1,017,000

29,500

95,000

1,332,900

340,000

225,700

787,100

限
度
額

補
正

後

年
10％
以
内

(
た
だ

し
､
利

率
見
直

し
方
式

で
借
り

入
れ
る

政
府
資

金
に
つ

い
て
､

利
率
の

見
直
し

を
行
っ

た
後
に

お
い
て

は
､
当

該
見
直

し
後
の

利
率
)

利
率

１
借
入
方

法
普
通
貸

借
又
は
債

券
発
行
債
券
の

発
行
価
格

は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資

金
政
府
資

金
そ
の
他

起
債
の
方
法

起
債
日
か
ら
35年
以
内

(据
置
期
間
を
含
む
｡)

の
期
間
に
お
い
て
資
金

の
融
通
条
件
及
び
知
事

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
償
還
す
る
｡
た
だ
し
､

県
財
政
の
都
合
に
よ
り

繰
上
償
還
を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮
し
､
又
は

借
換
え
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
｡

償
還
の
方
法

年
10
％
以
内(
た
だ
し
､

利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
に
つ
い
て
､
利
率
の
見
直
し

利
率

起
債
日
か
ら

35
年
以
内

(据
置
期
間

を
含
む
｡)

の
期
間
に
お

い
て
資
金
の

融
通
条
件
及

び
知
事
の
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
償
還

す
る
｡
た
だ

し
､
県
財
政

の
都
合
に
よ

り
繰
上
償
還

を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮

し
､
又
は
借

換
え
を
す
る

こ
と
が
で
き

償
還
の
方
法

計

交
通
安
全
施
設

等
整
備
事
業
費

(補
助
)

県
営
住
宅
建
設

費 都
市
公
園
整
備

費 重
要
幹
線
街
路

費 広
域
資
源
活
用

護
岸
整
備
費

港
湾
修
築
費

総
合
流
域
防
災

事
業
費
(砂
防
)

急
傾
斜
地
対
策

費 地
す
べ
り
対
策

費 火
山
砂
防
費

通
常
砂
防
費

総
合
流
域
防
災

事
業
費
(河
川
)

広
域
一
般
河
川

改
修
事
業
費

広
域
基
幹
河
川

改
修
事
業
費

地
方
道
改
築
費

国
道
改
築
費

国
道
第
１
種
改

良
費

水
産
物
供
給
基

盤
機
能
保
全
事

業
費

漁
港
環
境
整
備

統
合
事
業
費

一
般
治
山
費

一
般
林
道
費
費

126,034,
900

1,179,200

254,400

115,800

421,500

708,100

151,200

236,200

129,400

68,700

263,200

462,800

351,400

100,900

996,800

274,000

2,876,600

977,000

4,500

45,000

1,281,200

316,000

券
発
行
債
券
の

発
行
価
格

は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資

金
政
府
資

金
そ
の
他

だ
し
､

利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
に
つ
い
て
､
利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
､

当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

の
期
間
に
お

い
て
資
金
の

融
通
条
件
及

び
知
事
の
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
償
還

す
る
｡
た
だ

し
､
県
財
政

の
都
合
に
よ

り
繰
上
償
還

を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮

し
､
又
は
借

換
え
を
す
る

こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す

る
｡

128,525,200

1,339,200

282,400

250,800

608,000

988,100

421,200

248,200

152,500

73,700

310,000

504,300

530,400

254,900

1,222,800

499,000

3,168,100

1,017,000

29,500

95,000

1,332,900

340,000

券
発
行
債
券
の

発
行
価
格

は
､
知
事

が
定
め
る
｡

２
借
入
資

金
政
府
資

金
そ
の
他

だ
し
､

利
率
見
直
し
方
式
で
借
り
入
れ
る
政
府
資
金
に
つ
い
て
､
利
率
の
見
直
し
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
は
､

当
該
見
直
し
後
の
利
率
)

の
期
間
に
お

い
て
資
金
の

融
通
条
件
及

び
知
事
の
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
償
還

す
る
｡
た
だ

し
､
県
財
政

の
都
合
に
よ

り
繰
上
償
還

を
し
､
償
還

年
限
を
短
縮

し
､
又
は
借

換
え
を
す
る

こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す

る
｡

�
変
更

(単
位
千
円
)
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計

交
通
安
全
施
設

等
整
備
事
業
費

(補
助
)

126,034,900

1,179,200

128,525,200

1,339,200

(

総

務

課)

公
告
第
３
９
４
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
庁
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
構
築
施
工
業
務
の
委
託
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
､

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372

号
)
第
６
条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年
福
島
県
規
則
第
17号
｡
以
下
｢財
務
規
則
｣
と
い
う
｡)

第
274条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
21年
７
月
17日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
入
札
に
付
す
る
事
項

�
調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
件
名
及
び
数
量
福
島
県
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
庁
内

Ｌ
Ａ
Ｎ
構
築
施
工
業
務
一
式

�
調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
仕
様
等
仕
様
書
に
よ
る
｡

�
履
行
期
間
契
約
締
結
日
か
ら
平
成
22年
３
月
31日
ま
で

�
履
行
場
所
仕
様
書
に
よ
る
｡

２
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
､
か
つ
､
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
入
札
参
加
資
格
制
限
措
置
又
は
指
名

停
止
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
会
社
更
生
法
(平
成
14年

法
律
第
154号

)
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て

い
る
者
若
し
く
は
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法
(平
成
11年

法
律
第
225号

)
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
る
者
若
し
く
は
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者

に
あ
っ
て
は
､
当
該
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
後
に
､
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
に
支
障
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
他
の
都
道
府
県
又
は
地
方
自
治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
252条

の
19第

１
項
に
規
定

す
る
指
定
都
市
に
対
し
､
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
設
計
､
開
発
及
び
運
用
を
行
っ
た
実
績
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
｡

３
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
所
定
の
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
(以
下
｢申
請

書
｣
と
い
う
｡
)
に
２
の
�
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
平
成
21年
８

月
７
日
(金
)
午
後
５
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
､
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
｡

郵
便
番
号
960-8670

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

福
島
県
企
画
調
整
部
情
報
統
計
総
室
情
報
シ
ス
テ
ム
課

電
話
024-521-7135

４
入
札
説
明
書
等
の
配
布

次
に
よ
り
､
入
札
説
明
書
､
仕
様
書
､
申
請
書
等
を
配
布
す
る
｡

�
配
布
期
間
平
成
21年
７
月
17日

(金
)
か
ら
同
月
31日

(金
)
ま
で
(土
曜
日
､
日
曜
日
及

び
同
月
20日

(月
)
を
除
く
｡
)
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
ま
で

�
配
布
場
所
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
｡

�
そ
の
他
郵
送
に
よ
る
配
布
を
希
望
す
る
場
合
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
の
大
き
さ
の
用

紙
100枚

が
入
る
程
度
の
大
き
さ
で
､
390円

分
の
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を

同
封
の
う
え
､
平
成
21年
７
月
31日

(金
)
午
後
５
時
ま
で
に
必
着
で
３
に
掲
げ
る
場
所
ま
で
請

求
す
る
こ
と
｡

５
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

�
日
時
平
成
21年

７
月
27日

(月
)
午
後
１
時
30分

�
場
所
福
島
県
自
治
会
館
４
階
402会

議
室
福
島
県
福
島
市
中
町
８
番
２
号

６
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

�
日
時
平
成
21年

８
月
31日

(月
)
午
前
10時
30分

�
場
所
福
島
県
自
治
会
館
４
階
402会

議
室
福
島
県
福
島
市
中
町
８
番
２
号

�
そ
の
他
郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
､
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
､
平
成
21年
８

月
28日

(金
)
午
後
５
時
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
必
着
の
こ
と
｡

郵
便
番
号
960-8670

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

福
島
県
企
画
調
整
部
企
画
調
整
総
室
企
画
調
整
課

電
話
024-521-7108

７
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

�
入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札

保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
249条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

�
契
約
保
証
金

落
札
者
は
､
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
229条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
は
､
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

８
入
札
の
無
効

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
､
無
効
と
す
る
｡

９
そ
の
他

�
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
の
方
法
落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
､
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100

分
の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
(当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
､
入
札
者
は
､
消
費
税
に
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係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
､
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の

105分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
｡

�
落
札
者
の
決
定
方
法
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を

行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
｡

�
契
約
書
作
成
の
要
否
要

�
そ
の
他
詳
細
は
､
入
札
説
明
書
に
よ
る
｡

10
Sum
m
ary

�
N
ature

and
quantity

of
the
service

to
be
required：

C
onstruction

Inform
ation-

C
om
m
unication

N
etw
ork
System

ofthe
Fukushim

a
PrefecturalG

overnm
ent1

set
�
Tim
e
-Lim

itoftender
(by
hand)

：
10：
30
a.m
.,
31
August,

2009
�
Tim
e
-Lim

itoftender
(by
m
ail)
：
５
：
00
p.m
.,
28
August,

2009
�
C
ontact

point
for
the

notice
：
Inform

ation
System

s
D
ivision

,
Planning

and
C
oordination

D
epartm

ent,
Fukushim

a
PrefecturalG

overnm
ent,

2-16
Sugitsum

acho,
Fukushim

a
-shi,

Fukushim
a
960-8670

Japan
Tel
024-521-7135

(情
報
シ
ス
テ
ム
課
)

公
告
第
３
９
５
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
物
品
等
の
購
入
に
つ
い
て
､
次
の
と

お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
６
条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則

第
17号
｡
以
下
｢財
務
規
則
｣
と
い
う
｡
)
第
274条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
21年
７
月
17日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
入
札
に
付
す
る
事
項

�
調
達
を
す
る
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
テ
レ
ビ
シ
ス
テ
ム
用
機
上
設
備
１

式
�
調
達
を
す
る
物
品
等
の
仕
様
等
仕
様
書
に
よ
る
｡

�
納
入
期
限
平
成
22年
３
月
31日

(水
)

�
納
入
場
所
福
島
県
警
察
本
部
地
域
部
地
域
安
全
課
航
空
隊
(福
島
県
福
島
市
荒
井
字
下
笊
森

50番
地
)

２
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
条
件
を
す
べ
て
満
足
し
て
い
る
者
で
あ
り
､
か
つ
､
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
｡

�
福
島
県
の
物
品
購
入
(修
繕
)
競
争
入
札
参
加
有
資
格
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開

札
時
ま
で
に
福
島
県
の
物
品
購
入
(修
繕
)
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
｡

�
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
福
島
県
か
ら
物
品
の
買
入
れ
又
は
修
繕
に
係
る
指

名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
｡

�
こ
の
公
告
に
示
し
た
仕
様
に
合
致
し
た
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
物
品
に
つ
い
て
納
入
実
績
が

あ
り
､
か
つ
､
確
実
に
納
入
で
き
る
こ
と
｡

�
当
該
物
品
に
係
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
｡

３
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
所
定
の
物
品
購
入
(修
繕
)
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
に
､
２
の
�
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
証
明
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
､
平
成
21年
８
月
10日

(月
)
午
後
５
時
30分
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
､
当
該
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
｡

郵
便
番
号
960-8670

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

福
島
県
出
納
局
入
札
用
度
課

電
話
024-521-7563

４
入
札
書
の
提
出
場
所
等

�
入
札
書
の
提
出
場
所
､
契
約
条
項
を
示
す
場
所
､
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ

先
３
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
｡

�
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所
平
成
21年
７
月
29日

(水
)
午
後
１
時
30分

福
島
県
出
納

局
入
札
用
度
課

�
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
平
成
21年
８
月
28日

(金
)
午
後
１
時
30分

福
島
県
出

納
局
入
札
用
度
課
(郵
便
に
よ
り
入
札
す
る
場
合
は
､
書
留
郵
便
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
､
同
月

27日
(木
)
午
後
５
時
30分
ま
で
に
必
着
の
こ
と
｡
)

５
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

�
入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
入
札
金
額
の
100分

の
３
以
上
の
額
の
入
札

保
証
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
249条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

�
契
約
保
証
金

落
札
者
は
､
契
約
金
額
の
100分

の
５
以
上
の
額
の
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
財
務
規
則
第
229条

第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
お
い
て
は
､
契
約
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
｡

６
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
､
開
札
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
､
提
出
し
た
書
類
に

関
し
､
福
島
県
知
事
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
､
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

７
入
札
の
無
効

２
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示

す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札
は
､
無
効
と
す
る
｡

８
そ
の
他

�
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

�
入
札
方
法

落
札
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
､
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
100

分
の
５
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
(当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ

の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
)
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
､
入
札
者
は
､
消
費
税
に

係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
､
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の

105分
の
100に

相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
｡

�
落
札
者
の
決
定
の
方
法
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
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を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
｡

�
契
約
書
作
成
の
要
否
要

�
契
約
の
締
結
落
札
決
定
後
は
仮
契
約
を
締
結
し
､
当
該
契
約
は
､
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き

契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
(昭
和
39年
福
島
県
条
例
第
21号
)
第
３
条
の

規
定
に
よ
り
福
島
県
議
会
の
議
決
を
得
た
と
き
に
本
契
約
と
し
て
成
立
す
る
も
の
と
す
る
｡

�
そ
の
他
詳
細
は
､
入
札
説
明
書
に
よ
る
｡

９
Sum
m
ary

�
N
ature

and
quantity

ofthe
products

to
be
purchased：

AircraftSystem
forH

elicopter
Televison

1
set

�
Tim
e-lim

itoftender
(by
hand)

：
１
：
30
p.m
.,
28
August2009

�
Tim
e-lim

itoftender
(by
m
ail)
：
５
：
30
p.m
.,
27
August2009

�
C
ontact

point
for
the
notice：

B
id
Adm

inistration
D
ivision,

Treasury
B
ureau,

Fukushim
a
Prefectural

G
overnm

ent,
２
-16

Sugitsum
acho

,
Fukushim

a-shi,
Fukushim

a
960-8670

Japan
TEL

024-521-7563
(入
札
用
度
課
)

公
告
第
三
百
九
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
し
ら
か
わ
建
築
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

土
方

吉
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
白
河
市
本
町
二
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
県
南
地
方
に
お
い
て
、
他
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
地
域
社
会
活
動
法

人
等
と
連
携
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
・
地
域
景
観
の
保
全
・
災
害
救
援
復
興
・
地
域
の
安
全
活
動
・
福

祉
の
推
進
を
図
る
活
動
等
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と
共
に
、
建
築
技
術
の
専
門
知
識
を
生
か
し
な
が

ら
、
地
域
の
良
好
な
社
会
基
盤
の
維
持
・
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。(

文
化
振
興
課)

公
告
第
三
百
九
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ビ
ー
ン
ズ
ふ
く
し
ま

三

代
表
者
の
氏
名

若
月

ち
よ

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
矢
剣
町
二
十
二
番
地
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
不
登
校
の
子
ど
も
や
ひ
き
こ
も
り
の
青
少
年
の
親
、
市
民
、
学
生
な
ど
広
範
な
人
々

と
協
同
し
て
、
不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
や
ひ
き
こ
も
り
の
青
少
年
た
ち
の
た
め
に
、
そ
の
生
き
方
と

学
習
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
広
く
青
少
年
が
自
分
ら
し
く
生
き
る
た
め
の
支
援
を
行
い
、
そ
れ
を

も
っ
て
社
会
の
創
造
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
三
百
九
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ラ
イ
ブ
リ
ー
小
高
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

三

代
表
者
の
氏
名

加
藤

ト
ミ
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
南
相
馬
市
小
高
区
小
高
字
金
谷
前
八
十
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者(

痴
呆
を
含
む)

、
障
害
者
、
難
病
者
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
患
者
が
住
み
な
れ

た
家
庭
と
地
域
で
、
自
尊
心
や
価
値
観
が
尊
重
さ
れ
た
生
活
を
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

助
け
合
い
の
精
神
が
息
づ
く
１
人
ひ
と
り
に
や
さ
し
い
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
た
在
宅
訪

問
看
護
事
業
を
行
い
、
高
齢
者(

痴
呆
を
含
む)

、
障
害
者
、
難
病
者
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
患
者
の
人
々

が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
出
来
る
地
域
づ
く
り
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
三
百
九
十
九
号
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
生
活
支
援
ネ
ッ
ト
Ｏ
ｎ
ｅ
Ｏ
ｎ
ｅ

三

代
表
者
の
氏
名

中
丸

良
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
春
日
町
十
三
番
二
十
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
基
本
法
の
理
念
に
立
ち
、
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
々
が
、
地
域
の
中
で

適
切
な
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
、
安
心
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
、
ま
た
、
様
々
な
社
会
参

加
の
機
会
を
得
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
将
来
に
わ
た
っ
て
実
現
さ
れ
る
た
め
の
支
援
を
家
族
、
地

域
の
方
々
と
協
力
し
、
行
う
こ
と
を
も
っ
て
、
地
域
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
七
月
九
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
郡
山
市
私
立
保
育
園
連
絡
協
議
会

三

代
表
者
の
氏
名

遠
藤

重
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
大
槻
町
字
小
金
林
二
十
三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
中
の
保
護
者
の
良
き
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
な
り
、
子
供
た
ち
が
健
や
か
に
育

つ
よ
う
、
専
門
性
を
持
っ
て
、
子
育
て
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
一
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱(

平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
等
事
業
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

設
置
等
予
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
メ
タ
ル
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

島
川

隆
哉

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
一
四
番
二
四
号

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
予
定
地
区

福
島
県
二
本
松
市
小
沢
字
原
地
内

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

産
業
廃
棄
物
指
定
処
理
施
設(

金
属
く
ず
の
切
断
施
設)

産
業
廃
棄
物
指
定
処
理
施
設(

産
業
廃
棄
物
の
圧
縮
施
設)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力

金
属
く
ず
の
切
断
施
設

九
一
・
六
ト
ン
毎
日(

八
時
間)

産
業
廃
棄
物
の
圧
縮
施
設

四
一
・
六
ト
ン
毎
日(

八
時
間)

(

産
業
廃
棄
物
課)

公
告
第
四
百
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所

事
業
所
の

事
業
者

事
業
者
の
主

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

所

在

地

の
名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

地
域
生

喜
多
方
市
松

医
療
法

福
島
県
喜
多

平
成
二
〇
年

自
立
訓
練

知
的
障
害
者

活
支
援

山
町
村
松
字

人
昨
雲

方
市
松
山
町

一
一
月
一
〇

(

生
活
訓

精
神
障
害
者

セ
ン
タ

北
原
三
六
三

会

村
松
字
北
原

日

練)

ー
ウ
ィ

四
│
一

三
六
三
四
│

ズ
ピ
ア

一

き
ぼ
う

南
相
馬
市
鹿

特
定
非

同

県
南
相

平
成
二
〇
年

就
労
継
続

特
定
な
し

の
あ
さ

島
区
鹿
島
字

営
利
活

馬
市
鹿
島
区

一
二
月
一
日

支
援
Ｂ
型

が
お

上
沼
田
一
二

動
法
人

横
手
字
川
原

〇
│
一

あ
さ
が

一
六
│
二

お
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銀
河
工

田
村
市
船
引

特
定
非

同

県
田
村

平
成
二
〇
年

同

精
神
障
害
者

房

町
船
引
字
前

営
利
活

市
船
引
町
船

一
二
月
八
日

田
七
四

動
法
人

引
字
前
田
七

銀
河
の

四

森
福
祉

会

自
立
生

い
わ
き
市
仁

特
定
非

同

県
い
わ

平
成
二
一
年

生
活
介
護

特
定
な
し

活
き
ら

井
田
町
寺
前

営
利
活

き
市
錦
町
重

一
月
一
日

就
労
継
続

き
ら

九
│
一

動
法
人

殿
一
五

支
援
Ｂ
型

な
こ
そ

授
産
所

福
祉
サ

同

市
好

社
会
福

同

同

就
労
継
続

知
的
障
害
者

ー
ビ
ス

間
町
下
好
間

祉
法
人

市
平
上
平

支
援
Ｂ
型

事
業
所

字
大
館
一
七

い
わ
き

窪
字
羽
黒
四

か
が
や

三
│
一

福
音
協

〇
│
四
四

き

会

就
労
支

田
村
市
船
引

特
定
非

同

県
田
村

同

同

特
定
な
し

援
セ
ン

町
大
倉
字
伊

営
利
活

市
船
引
町
大

タ
ー
希

後
田
一
九
三

動
法
人

倉
字
伊
後
田

望
の
里

│
一
〇

田
村
希

一
九
三
│
一

望
の
里

福
祉
会

ア
ク
セ

双
葉
郡
浪
江

特
定
非

同

県
双
葉

同

同

知
的
障
害
者

ス
ホ
ー

町
大
字
田
尻

営
利
活

郡
浪
江
町
大

ム
さ
く

字
み
ど
り
ヶ

動
法
人

字
田
尻
字
み

ら

丘
二
〇
二
│

ア
ク
セ

ど
り
ヶ
丘
二

二

ス
ホ
ー

〇
二
│
二

ム
さ
く

ら

桜
工
房

田
村
郡
三
春

特
定
非

同

県
田
村

平
成
二
一
年

同

同

町
字
小
滝
一

営
利
活

郡
三
春
町
字

二
月
一
日

七
〇

動
法
人

小
滝
一
七
〇

桜
こ
ま

ち

共
働
作

大
沼
郡
会
津

特
定
非

同

県
会
津

平
成
二
一
年

同

特
定
な
し

業
所
ピ

美
里
町
外
川

営
利
活

若
松
市
住
吉

二
月
一
六
日

ー
タ
ー

原
甲
四
二
六

動
法
人

町
二
〇
│
二

パ
ン

〇
│
七

ピ
ー
タ

〇

ー
パ
ン

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

で
ん
で

田
村
郡
三
春

特
定
非

同

県
田
村

平
成
二
一
年

生
活
介
護

身
体
障
害
者

ん
む
し

町
字
清
水
二

営
利
活

郡
三
春
町
字

三
月
一
日

就
労
継
続

(

肢
体
不
自

四
二
│
一

動
法
人

清
水
二
四
二

支
援
Ｂ
型

由)

か
た
つ

│
一

知
的
障
害
者

む
り

精
神
障
害
者

な
ぎ
の

福
島
市
松
山

特
定
非

同

県
福
島

平
成
二
一
年

就
労
継
続

知
的
障
害
者

い
え

町
九

営
利
活

市
松
山
町
九

四
月
一
日

支
援
Ｂ
型

精
神
障
害
者

動
法
人

な
ぎ
の

い
え

新
お
お

同

市
南
矢

社
会
福

同

同

生
活
介
護

特
定
な
し

ぞ
ら
の

野
目
字
桜
内

祉
法
人

市
八
木
田
字

夢

前
六
│
九

つ
ば
さ

並
柳
四
一
│

福
祉
会

三

ぴ
ー
す

同

市
吉
倉

特
定
非

同

同

就
労
継
続

知
的
障
害
者

字
名
倉
四
三

営
利
活

市
庄
野
字
台

支
援
Ｂ
型

精
神
障
害
者

│
三

動
法
人

ノ
田
八
│
三

Ｐ
Ｉ
Ｅ

Ｃ
Ｅ

障
害
福

郡
山
市
田
村

特
定
非

同

県
郡
山

同

同

同

祉
サ
ー

町
金
屋
字
新

営
利
活

市
緑
ヶ
丘
東

ビ
ス
事

家
四
五

動
法
人

一
丁
目
一
一

業
所
ゆ

み
ん
な

│
一
一

め
の
ま

の
ま
ー

ー
ち

ち
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わ
ー
く

同

市
神
明

特
定
非

同

同

生
活
介
護

身
体
障
害
者

Ｉ
Ｌ

町
一
六
│
一

営
利
活

市
神
明
町
九

就
労
継
続

(

肢
体
不
自

一
グ
リ
ー
ン

動
法
人

│
一

支
援
Ｂ
型

由)

ハ
イ
ツ
１
階

あ
い
え

知
的
障
害
者

る
の
会

あ
と
り

い
わ
き
市
平

社
会
福

同

県
い
わ

同

自
立
訓
練

知
的
障
害
者

え
北
山

字
作
町
一
│

祉
法
人

き
市
平
字
北

(

生
活
訓

精
神
障
害
者

四
│
三

希
望
の

目
町
三
九
│

練)
杜
福
祉

一
〇

会

じ
ょ
う

同

市
内

特
定
非

同

同

生
活
介
護

特
定
な
し

ば
ん
福

郷
内
町
水
之

営
利
活

市
内
郷
内

祉
作
業

出
一
四

動
法
人

町
水
之
出
一

所

常
磐
福

四

祉
会

す
ば
る

須
賀
川
市
東

特
定
非

同

県
須
賀

同

就
労
継
続

精
神
障
害
者

作
業
所

町
五
六
│
九

営
利
活

川
市
東
町
五

支
援
Ｂ
型

動
法
人

六
│
九

す
ば
る

あ
た
ご

南
会
津
郡
南

特
定
非

同

県
南
会

同

同

特
定
な
し

共
同
作

会
津
町
中
荒

営
利
活

津
郡
南
会
津

業
所

井
字
西
原
四

動
法
人

町
中
荒
井
字

七

あ
た
ご

西
原
四
七

共
同
作

大
沼
郡
会
津

特
定
非

同

県
大
沼

同

同

身
体
障
害
者

業
所
希

美
里
町
冨
川

営
利
活

郡
会
津
美
里

知
的
障
害
者

来
里

字
冨
岡
一
六

動
法
人

町
冨
川
字
冨

七

希
来
里

岡
一
六
七

リ
ジ
ョ

双
葉
郡
富
岡

社
会
福

同

県
双
葉

同

自
立
訓
練

知
的
障
害
者

イ
ス
と

町
中
央
二
│

祉
法
人

郡
富
岡
町
大

(

生
活
訓

み
お
か

一
〇
一

友
愛
会

字
本
岡
字
本

練)

町
西
六
三
二

│
一

ワ
ー
ク

同

同

同

同

自
立
訓
練

同

セ
ン
タ

町
大
字
小
浜

(

生
活
訓

ー
さ
く

字
中
央
五
四

練)

ら

〇

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

障
が
い

同

郡
大
熊

社
会
福

同

同

就
労
継
続

同

者
多
機

町
大
字
熊
字

祉
法
人

町
大

支
援
Ａ
型

能
型
施

旭
台
九
三
│

福
島
県

字
大
菅
字
蛇

就
労
継
続

設
お
お

三

福
祉
事

谷
須
七
九

支
援
Ｂ
型

く
ま
共

業
協
会

生
園

就
労
継

南
相
馬
市
原

同

同

平
成
二
一
年

就
労
継
続

特
定
な
し

続
支
援

町
区
桜
井
町

六
月
二
五
日

支
援
Ｂ
型

Ｂ
型
事

一
丁
目
一
三

業
所
ワ

〇

ー
ク
ス

ペ
ー
ス

・
ア
シ

ス
ト

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
四
百
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
次
に
掲
げ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
廃

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の
所

事
業
者

事
業
者
の
主

廃
止
年
月

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

名
称

在
地

の
名
称

た
る
事
務
所

日

の
種
類

主
た
る
対
象

の
所
在
地

者

福
祉
サ
ー

い
わ
き
市
平

社
会
福

福
島
県
い
わ

平
成
二
〇

就
労
継
続

知
的
障
害
者

ビ
ス
事
業

字
新
川
町
三

祉
法
人

き
市
平
上
平

年
一
二
月

支
援
Ｂ
型

所
つ
ば
さ

六
│
一

い
わ
き

窪
字
羽
黒
四

三
一
日
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福
音
協

〇
│
四
四

会

多
機
能
型

郡
山
市
安
積

特
定
非

同

県
郡
山

平
成
二
一

自
立
訓
練

知
的
障
害
者

支
援
事
業

四
丁
目
三
│

営
利
活

市
安
積
町
笹

年
一
月
三

(

生
活
訓

精
神
障
害
者

所
コ
ラ
ッ

一

動
法
人

川
字
四
角
担

一
日

練)

ジ
ョ

ア
イ
・

五
九
│
七

キ
ャ
ン

障
害
者
支

相
馬
市
富
沢

社
会
福

同

県
相
馬

平
成
二
一

同

特
定
な
し

援
施
設
ふ

字
松
道
一
九

祉
法
人

市
富
沢
字
松

年
三
月
三

き
の
と
う

相
双
記

道
一
九

一
日

苑

念
会

ス
ペ
ー
ス

い
わ
き
市
平

社
会
福

同

県
い
わ

平
成
二
一

同

精
神
障
害
者

け
や
き

字
北
目
町
三

祉
法
人

き
市
平
字
北

年
四
月
一

九
│
一
一

希
望
の

目
町
三
九
│

日

杜
福
祉

一
〇

会

福
祉
サ
ー

同

市
平

社
会
福

同

同

同

知
的
障
害
者

ビ
ス
事
業

字
新
川
町
三

祉
法
人

市
平
上
平

所
つ
ば
さ

六
│
一

い
わ
き

窪
字
羽
黒
四

福
音
協

〇
│
四
四

会

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
四
百
四
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の

取
消
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

名
称

所
在
地

名
称

主
た
る
事

の
種
類

主
た
る
対
象

務
所
の
所

者

在
地

グ
ル
ー
プ

福
島
市
郷

特
定
非
営

福
島
県
福

平
成
二
一
年

共
同
生
活

知
的
障
害
者

ホ
ー
ム
・

野
目
字
金

利
活
動
法

島
市
御
山

三
月
三
一
日

介
護

ケ
ア
ホ
ー

込
町
四
四

人
雪
う
さ

字
山
田
一

共
同
生
活

ム
の
ぞ
み

│
八

ぎ

七
│
一

援
助

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
四
百
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

施
設
の
設

施
設
の
設
置
者

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の

置
者
の
名

の
主
た
る
事
務

主
た
る
対
象

称

所
の
所
在
地

者

指
定
障
害
者

い
わ
き
市
平
下

社
会
福
祉

福
島
県
い
わ
き

平
成
二
一
年

知
的
障
害
者

支
援
施
設
は

平
窪
字
熊
ヶ
平

法
人
い
わ

市
平
上
平
窪
字

四
月
一
日

ま
ぎ
く
荘

六

き
福
音
協

羽
黒
四
〇
│
四

会

四

指
定
障
害
者

同

市
平
中

同

同

同

同

支
援
施
設
は

平
窪
字
二
堂
田

ま
な
す
荘

二

指
定
障
害
者

同

市
平
上

同

同

同

身
体
障
害
者

支
援
施
設
カ

平
窪
字
羽
黒
四

ナ
ン
村

〇

指
定
障
害
者

同

市
平
上

同

同

同

同

支
援
施
設
野

平
窪
字
羽
黒
四

の
花
ホ
ー
ム

〇
│
五
一

光
洋
愛
成
園

双
葉
郡
富
岡
町

社
会
福
祉

同

県
双
葉
郡

同

知
的
障
害
者

大
字
本
岡
字
本

法
人
友
愛

富
岡
町
大
字
本

町
西
六
三
二
│

会

岡
字
本
町
西
六

一

三
二
│
一
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

(

障
が
い
福
祉
課)

公
告
第
５
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
立
図
書
館
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
シ
ス
テ
ム
機
器
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の

物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特

例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

)
第
274条

の
11第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

平
成
21年
７
月
17日

福
島
県
立
図
書
館
長
佐
藤
義
和

１
落
札
に
係
る
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

福
島
県
立
図
書
館
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
立
図
書
館
企
画
管
理
部
福
島
県
福
島
市
森
合
字
西
養
山
１
番
地

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
21年
６
月
26日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

N
EC
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
29番
11号

５
落
札
額

142,380,000円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
21年
５
月
15日

(企
画
管
理
部
)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
四
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程(

昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号)

第
八
条

第
四
項(

第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
を
閉
鎖
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

閉

鎖

年

月

日

財
団
法
人
太
田
綜
合
病
院
附
属

郡
山
市
中
町
五
番
二
五
号

平
成
二
一
年
三
月
三
一
日

太
田
記
念
病
院

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程(

昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号)

第
八
条

第
四
項(

第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
七
月
十
七
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
相
双
記
念
会
身

社
会
福
祉
法
人
相
双
記
念
会
障

平
成
一
九
年
一
〇
月
一
日

体
障
害
者
療
護
施
設
ふ
き
の
と

害
者
支
援
施
設
ふ
き
の
と
う
苑

う
苑
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